
 

香川県使用料、手数料条例、香川県青年センター条例等に定める利用料 

（令和７年４月１日から適用） 

（単位 円：消費税及び地方消費税を含む） 

 

１．会議室等 

区分 9:00～13:00 13:00～17:00 17:00～21:00 全 日 
延長料金 

（1時間当たり） 

大会議室 
3,680 

(1,840) 

3,680 

(1,840) 

3,680 

(1,840) 

11,040 

(5,520) 

920 

(460) 

大会議室 

(半面利用) 

1,840 

(920) 

1,840 

(920) 

1,840 

(920) 

5,520 

(2,760) 

460 

(230) 

中会議室 
2,400 

(1,200) 

2,400 

(1,200) 

2,400 

(1,200) 

7,200 

(3,600) 

600 

(300) 

小会議室 
1,200 

(600) 

1,200 

(600) 

1,200 

(600) 

3,600 

(1,800) 

300 

(150) 

グランド 

野外活動場 

2,160 

(1,080) 

2,160 

(1,080) 

2,160 

(1,080) 

6,480 

(3,240) 

540 

(270) 

※１ 延長料金は9時以前、21時以降または所長が認める時間に適用 

※２（  ）内：特別利用料金 地方公共団体又は知事の指定する団体が行う青年の研修、団体活動又は国際交流 

 

２．冷暖房料 

区分 9:00～13:00 13:00～17:00 17:00～21:00 全 日 
延長料金 

（1時間当たり） 

大会議室 1,760 1,760 1,760 5,280 440 

大会議室 

(半面利用) 
880 880 880 2,640 220 

中会議室 1,160 1,160 1,160 3,480 290 

小会議室 480 480 480 1,440 120 

 

３．宿泊施設（１人１泊当たり） 

洋 室 
1,950 

(1,300) 

和 室 
1,700 

(1,180) 

※（  ）内：特別利用料金 

  宿泊施設使用料については、冷暖房料及び寝具クリーニング代を含む金額である。 

 

４．体育館（１時間当たり） 

競技場 
全 面 1,490 

半 面 890 

ス テ ー ジ 170 

シ ャ ワ ー（温水） 1,200 

 


